
長浜市告示第２０５号 

 

長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和８年４月１日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の福祉事業所に従事する外国人介護人材の確保及び定着を図り、

質の高い介護サービスの安定供給に資するため、介護現場において必要となる日本語能

力の習得を目指す外国人介護職員に対して、予算の範囲内で日本語能力試験等の受験に

要する経費を補助することについて、長浜市補助金等交付規則（平成18年長浜市規則第

36号。以下「規則」という。）及び長浜市市税等の滞納者に対する補助金交付等の制限

に関する規則（平成26年長浜市規則第17号）に規定するもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 福祉事業所 老人福祉法（昭和38年法律第133号）及び介護保険法（平成９年法律

第123号）に基づく事業を実施する事業所又は施設をいう。 

 (2) 介護現場において必要となる日本語能力 独立行政法人国際交流基金及び公益財団

法人日本国際教育支援協会が共催で実施する日本語能力試験（以下「ＪＬＰＴ」とい

う。）の日本語能力区分Ｎ３相当以上であることをいう。 

(3) 外国人介護職員 次のいずれかに該当する者であって、市内の福祉事業所で就労し

ている外国人をいう。 

ア 経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者 

イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法

律第89号）第８条第１項の規定により認定を受けた技能実習の実施に関する計画に

より来日した技能実習を受ける者 

ウ 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第１の２に定める在留

資格「介護」に基づき介護福祉士として介護業務に従事する者 

エ 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技能

雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特

定の産業上の分野を定める件（平成31年法務省告示第65号）第１条第１号に規定す

る介護分野の特定技能で来日する者 

 (4) 日本語能力試験等 ＪＬＰＴ又は公的機関等が実施する日本語能力の検定試験をい

う。 



 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当する外国人介護職員とする。 

(1) 令和８年度以降に実施される日本語能力試験等を受験した者であって、受験日にお

いて市内の福祉事業所に勤務していたもの 

(2) 補助金の交付申請時において、次のいずれにも該当する者 

ア 本市に住所を有する者 

イ 納期限が到来している市税、介護保険料、国民健康保険料（税）及び後期高齢者

医療保険料に未納がない者 

ウ 前号に規定する市内の福祉事業所と同一の事業所（以下「勤務先事業所」とい

う。）に週２０時間以上勤務し、引き続き勤務する意思を有する者 

エ 介護現場において必要となる日本語能力の習得を目指していると勤務先事業所が

認める者 

(3) 他の補助制度等により、この要綱による補助金と同種の補助金を受けない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象となる経費は、次に掲げる日本語能力試験等を受験するために要する費

用であって、補助対象者が支払ったものとする。 

 (1) 受験料 

 (2) 教材費 

 (3) 講座受講料 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象となる経費の２分の１の額とし、１万円を限度とする。

ただし、補助対象者に対して、勤務先事業所から費用補助がある場合は、補助対象とな

る経費の額から当該費用補助額を控除するものとする。 

２ 補助金の交付は、補助対象者１人につき１回限りとする。 

（交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援

補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

 (1) 長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付申請に係る雇用証明書（様式

第２号） 

 (2) 在留資格認定証明書の写し 

 (3) 日本語能力試験等の実施機関が発行する受験結果を記した書類の写し 

 (4) 受験料の領収書の写し等補助対象となる経費の支払の確認ができるもの 

２ 前項の規定による申請は、当該補助対象者が日本語能力試験等を受験した日から３か

月を経過する日又は令和１１年３月３１日のいずれか早い日までにしなければならない。 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による補助金の交付の申請があった場合は、必要な審

査を行い、交付の可否を決定し、長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付

決定（却下）通知書（様式第３号）により、補助金の交付申請をした者に通知するもの



とする。 

（交付決定の取消し及び不当利得の返還）  

第８条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者に対し、前条の規定によ

る交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（手続きの併合等） 

第９条 規則第２０条の２の規定に基づき、規則第４条及び第１７条の手続を併合し、規

則第１４条及び第１５条の手続を省略する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（告示の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第８条の規定に

ついては、同日後もなおその効力を有する。 



様式第１号（第６条関係） 

長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付申請書兼請求書 

 年  月  日 

 長浜市長   あて 

申請者 住所 

                           氏名               （※） 

                           電話番号 

 

 長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請（請求）し

ます。 

 なお、現在勤務している福祉事業所に引き続き勤務する意思を有すること及び他の補助制度等により

この補助金と同種の助成を受けていないことを誓約します。また、必要な範囲で私の住民基本台帳並び

に市税、介護保険料、国民健康保険料（税）及び後期高齢者医療保険料の納付に関する資料を閲覧され

ることについて同意します。 

日本語能力試験

等 の 内 容 

受験した試験名  

実 施 機 関 名  

受 験 日 年     月     日 

勤 務 先 

事業所の状況 

法 人 名  

施 設 名  

施 設 所 在 地 長浜市 

就 職 年 月 日 年     月     日 

交 付 申 請 額 

       円 （Ａ）又は（Ｂ）のいずれか低い額 

受験料等                      円 … ① 

勤務先事業所からの補助額              円 … ② 

補助対象経費（①－②）                円 … ③ ※千円未満切捨 

       ③ × １／２             円 …（Ａ）※千円未満切捨 

 

上限額                  １０,０００円 …（Ｂ） 

添 付 書 類 

１ 長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付申請に係る雇用証明

書（様式第２号） 

２ 在留資格認定証明書の写し 

３ 日本語能力試験等の実施機関が発行する受験結果を記した書類の写し 

４ 受験料の領収書の写し等支払の確認ができるもの 

（※）氏名を手書き(自書)しない場合は、記名押印をお願いします。 



 

 

交付される補助金は、下記の口座に振り込んでください。 

指

定

預

金

口

座 

金融機関名 

    銀  行 

信用金庫 

農  協 

信用組合 

労働金庫 

 

本店・所 

支店・所 

出張所  

（該当に○） 

預金種別 口座番号（右詰めで記入） 

普通 ・ 当座        

口座名義人 

フリガナ  

氏 名  

（注）口座は、補助金申請者の名義に限ります。また、口座情報を確認できるものの写しの添付をお願

いします。 



様式第２号（第６条関係）  

長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付申請に係る雇用証明書 

 

年  月  日 

長浜市長  あて 

所 在 地  

法 人 名  

代 表 者              印   

 

 下記の者を週２０時間以上雇用していることを証明します。 

 併せて、介護現場において必要となる日本語能力の習得を目指している者と認めま

す。 

記 

住   所 長浜市 

氏   名  

生 年 月 日       年    月    日 

勤 務 先 

事 業 所 名 
 

職   種  

在 職 期 間       年    月    日   ～  現 在 

日本語能力 

習得の補助 

有（金額      円）・ 無 

 



様式第３号（第７条関係） 

長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付決定（却下）通知書 

 

第      号

                               年   月   日 

 

             様 

 

長浜市長   

 

     年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定し

たので通知します。 

決 定 の 区 分 

 
１ 決定します。 
 

２ 却下します。 
却下 

理由 
 

交 付 決 定 金 額                   円 

  

  問合せ先  長浜市 

        電話番号             ＦＡＸ 


